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平成30年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

平成30年６月20日（水） 

                                           

（午前９時32分 開議） 

○議長（岡 弘悟君）ただ今の出席議員数は

20人で全員であります。 

                     

○議長（岡 弘悟君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（岡 弘悟君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において10番 森下君、

19番 小西君の２名を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（岡 弘悟君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番13、11番 田中君。 

〔11番（田中博晃君）登壇〕 

○11番（田中博晃君）おはようございます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を

行います。 

 まず、一項目め、ＧＡＰについて。 

 前回の議会で４番議員も有機農法のところ

でＧＡＰに触れられておりました。また関連

するところもあるかと思います。 

 ＧＡＰは農業生産者が安全で持続可能な農

業を実践できる一つの手段として、また、ト

レーサビリティ担保による消費者等への信頼

性・透明性確保の手段として活用されている。 

 また、国際基準であるＧ－ＧＡＰには国内

では自治体に直接携わることはなく、主に生

産者組合やＪＡ等が窓口となっているところ

が大半である。こと本市に目を移すと、さま

ざまなＧＡＰについての情報を持っている農

業生産者が少ないと感じられる。 

 そこで、今後の本市の農家の所得向上や新

規就農支援の一環として、また、耕作放棄地

解消の一助になる可能性が高いＧＡＰ制度に

ついて、本市の考え方について問う。 

 ２、滞納整理について。 

 何度も一般質問をしてきた滞納整理につい

て、仕上げの意味も込め、債権回収対策室設

置による成果と今後の課題について、以下の

質問を行う。 

 ①債権回収対策室設置前の私債権滞納額と

設置後の滞納額の推移について。 

 ②市営住宅家賃や住宅新築資金貸付金、上

下水道料金、給食費、保育料について、債権

回収対策室設置により、現年度徴収率と滞納

額にどのような効果があらわれたか。 

 ③市営住宅の保証人や住宅新築資金貸付金

による保証人及び担保の置き替えの進捗につ

いて。 

 ④市営住宅の集約するための一つの手段と

して家賃補助を提案してきたが、その進捗に

ついて。 

 ⑤悪質な滞納者には名寄せや遅延損害金等

の罰則をと何度も提案してきたが、その進捗

は。 

 ⑥強制徴収公債権の財産調査や私債権の債

務名義取得が行われない理由は。 

 ⑦強制徴収債権だけでも税との一本化をす

べきと提案してきたが、どのように考えてい

るか。 

 ⑧債権回収対策室が今年度で目途であった

３年を迎えるにあたり、今後、各課でどのよ

うな対策を行うか。 

 以上、壇上からの質問を終わります。明確
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な答弁をお願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君の質問項

目１、ＧＡＰに対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済推進部長（笠原英治君）おはようござ

います。 

 ＧＡＰについてお答えします。 

 ＧＡＰは農業生産工程管理、または、適正

農業規範を意味するＧｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕ

ｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅの略称で、

農業において、食品安全、環境保全、労働安

全等の持続可能性を確保するための工程管理

等の取り組みをいいます。また、ＧＡＰは取

り組みだけではなく、第三者による認証制度

があり、一般財団法人日本ＧＡＰ協会が運営

するＪＧＡＰ及び、ＡＳＩＡ ＧＡＰやドイ

ツの非営利組織フードプラスが運営するＧＬ

ＯＢＡＬ ＧＡＰなどがあり、取引先や消費

者が直接確認できない安全管理などの取り組

みを、第三者が審査して証明することで農家

の見える化が実現し、生産した農産物が取引

上選択されやすくなったり、消費者に安心し

てもらえるといったメリットがあります。 

 特にＧＬＯＢＡＬ ＧＡＰは世界100カ国

以上で採用されているＧＡＰの国際基準とな

っており、生産した農産物を輸出する場合な

どには非常に有効な認証だといえます。 

 しかしながら、本市においては認証取得に

対し数件の経営体が検討しているにとどまっ

ており、県内においても数件の認証取得しか

報告されていません。 

 原因としては、議員のご指摘のとおり、Ｇ

ＡＰの認証取得に関する情報がいまだ農家に

対し十分伝わっていないこと、伝わっていた

としても、多大な労力と経費が必要と言われ

るＧＡＰ認証取得に農家が消極的であると推

測されます。 

 本市としては、ＧＡＰを農家所得の向上な

ど就農支援施策に有効なツールの一つと考え、

まずは本市ホームページ等を活用し、ＧＡＰ

認証取得方法や取得のための国や県などの助

成制度に関する情報を発信していきます。 

 その上で、前向きな農家や団体に対し直接

聞き取りなどによる意向調査を行うとともに

意向が確認できた場合には、認証取得業務や

経費を軽減できる団体単位での認証制度の活

用に向けた働きかけを行い、専門性の高い部

分については県やＪＡなど関係機関と連携し

ながら必要な支援を行っていきたいと考えて

います。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君、再質問

ありますか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。 

 今、聞きたいことをほとんど言うてくれた

んですけれども、まず、やっぱり、ＧＡＰ制

度、あまりにもちょっと伝わり切れてないの

かなと。よその団体なんかでありますと、恐

らく日本でまだ自治体がかかわってＧ－ＧＡ

Ｐまで行ったというのは１個だけやったと記

憶しておるんですけれども、そこなんかやっ

たら、やっぱり、自治体が直接かかわってい

るわけではないんですけれども、側面から応

援していっている。一番しんどい書類関係で

あったりという協力もされているようです。 

 ＧＡＰそのものは、水耕栽培のほうはまだ

やりやすいという話は聞いたりするんですけ

れども、普通の土壌、土でやる場合は、土の

成分調査とかがかなり時間もかかるし、そし

てまた費用もかかる。恐らくＧ－ＧＡＰやっ

たら初年度400万円ぐらいの初期登録費用、２

年目以降で200万円かな、かかるというふうに

聞いております。 

 橋本市を見てみますと、やはりどうしても
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農業をされる方の年齢が高齢化していってい

る、また、新規就農者の支援等もありますけ

れども、どうしてもお金の部分、自分の手取

りの部分でしんどいというのをよく聞きます。

橋本市が将来、市長も前からよくおっしゃっ

ています、橋本市を日本、世界へ売っていく

んやという一つの手段としてこのＧＡＰが浸

透すれば、市が直接かかわるとかではなくて、

もっともっと市の認定農業者とか農業法人の

方に浸透して、その中で、例えば、団体がで

きて、うちらこんなんやりたいんやけど、橋

本市って協力してもらえるんやろか、そのよ

うな動きになったら、本市の農業が少しずつ

変わってくるのではないかというふうに考え

ております。 

 そこで、１個だけちょっと再質問させてい

ただきたいのは、先ほども言いましたとおり、

ＧＡＰ取得には書類関係とかさまざまな膨大

な資料等をつくらんなん仕事があるんですけ

れども、市としてそんな団体がもし将来出て

きた場合に、どのような支援がやれるのかど

うか、やれるんやったら、どのような支援の

方法があるのかというのを教えていただけれ

ばありがたいです。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）壇上でもお答

えしましたが、現在のところ十分ではありま

せんが、今後この制度に関しての情報発信や

農家の相談を受けるのは当然ながらやってい

きますし、認証のための書類作成の補助など

の特に事務的部分について、しっかり支援や

っていけると思いますので、そういうふうに

考えております。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、滞

納整理に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 

○総務部長（小原秀紀君）滞納整理について

お答えします。 

 まず、一点目の、債権回収対策室設置前の

私債権滞納額と設置後の滞納額の推移につい

てですが、債権回収対策室設置前の企業会計

を除く私債権の平成26年度の滞納額は５億

5,603万6,000円で、平成29年度末での滞納見

込み額は３億6,184万3,000円となります。 

 次に、二点目の、各債権の現年度の徴収率

と滞納額についてですが、市営住宅家賃につ

いては平成26年度の現年度徴収率96.5％、滞

納額5,477万2,000円で、平成29年度末の見込

みでは、徴収率98.6％、滞納額3,592万3,000

円です。 

 次に、住宅新築資金等貸付金については、

平成26年度の現年度徴収率71.7％、滞納額３

億3,078万円で、平成29年度末見込みでは、徴

収率76.8％、滞納額２億5,204万2,000円です。 

 次に、上下水道料金についてですが、まず、

上水道料金については、平成26年度の現年度

徴収率99.1％、滞納額3,073万8,000円で、平

成29年度末見込みでは、徴収率99.3％、滞納

額2,016万円です。 

 また、下水道料金については、平成26年度

の現年度徴収率99.2％、滞納額578万7,000円

で、平成29年度末見込みでは、徴収率99.5％、

滞納額482万8,000円です。 

 次に、給食費についてですが、平成26年度

の現年度徴収率99.7％、滞納額264万4,000円

で、平成29年度末見込みでは、徴収率99.5％、

滞納額338万3,000円です。 

 次に、保育料についてですが、平成26年度

の現年度徴収率98.8％、滞納額1,923万1,000

円で、平成29年度末見込みでは、徴収率99.0％、

滞納額1,092万1,000円です。 

 債権回収対策室設置前である平成26年度決

算と平成29年度決算見込みでの徴収率、滞納

額を比較すると、現年度徴収率は６債権中５

債権で増加し、滞納額は６債券中５債権が減
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少しており、効果は現れていると考えます。 

 次に、五点目の、名寄せ及び遅延損害金等

の進捗についてですが、全債権における名寄

せはシステム構築等の問題から実施していま

せん。しかし、債権回収対策室へ移管のあっ

た債権については、他の債権所管課へ重複滞

納がないか照会し、重複があればまとめて対

応することとしています。 

 また、遅延損害金等については、納税課に

おいて税等の一部の強制徴収公債権の延滞金

を徴収しており、債権回収対策室に移管にな

った債権についても延滞金及び遅延損害金を

請求しているところです。 

 しかし、納付者間の公平性、期限内納付の

促進の観点から、橋本市債権回収対策本部会

議において、今後、市として遅延損害金等を

請求していく方針を決定しており、平成31年

４月からの請求を目標とし、利率や請求の方

法等、ルールづくりを進めているところです。 

 次に、六点目の、財産調査や債務名義の取

得が行われない理由についてですが、債権回

収対策室では、移管を受けた強制徴収公債権

については、財産調査を実施の上、財産があ

れば滞納処分を実施し、私債権については法

的措置による債務名義を取得し、強制執行に

よる回収を行うところですが、移管ケースが

少ないことや債務名義取得前に一括弁済され

ることもあり、現状は訴訟上の和解によるケ

ースに限られています。 

 次に、七点目の、強制徴収公債権の税との

一元化については、システム構築や人的な問

題から、滞納となった全ての強制徴収公債権

の一元化は困難ですが、事務の効率化等を考

え、督促の実施等、一定の要件を満たす回収

困難案件の財産調査及び滞納処分の業務につ

いて納税課へ移管し、実施していく方向で考

えています。 

○議長（岡 弘悟君）建設部長。 

〔建設部長（奈良雅木君）登壇〕 

○建設部長（奈良雅木君）皆さま、おはよう

ございます。 

 三点目の、市営住宅や住宅新築資金貸付金

による保証人及び担保の置き替えの進捗につ

いてお答えします。 

 市営住宅については、平成26年度の収入申

告にあわせ調査票を送付し、変更が必要な場

合は手続きの説明を行い、変更できるものに

ついては新しい連帯保証人を設定しています。

また、平成29年度には滞納者の連帯保証人に

ついて重点的に所在調査を実施し、滞納額の

通知を行いました。連帯保証人が死亡してい

る場合は相続人に対して通知したことで、相

続人から名義人に対し、連帯保証人の変更に

ついて働きかけがあったようです。 

 名義人は連帯保証人が死亡した場合、速や

かに新しい保証人を設定する必要があること

から、今後も滞納者について同様の調査を実

施し通知するとともに、その他の入居者に対

しても規則について周知を図っていきたいと

考えています。 

 住宅新築資金貸付金については、平成27年

度より連帯保証人の所在調査を随時行い、連

帯保証人が死亡の場合は相続人についても調

査を行っています。債務者から完済が見込め

ないものについては連帯保証人の相続人に対

しても滞納額とあわせて連帯保証人の相続人

となっていることも通知しています。 

 本来、債務者には、連帯保証人が死亡した

場合、債権者への通知の義務はありますが、

変更については必要としていません。担保に

ついても契約時に連帯保証人とあわせて設定

しており、価値のある担保への置き替えにつ

いて現在まで実施事例はありません。 

 四点目の、市営住宅を集約するための家賃

補助についてお答えします。 

 現在、市営住宅は、橋本市営住宅長寿命化
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計画に基づき、老朽化した団地の用途廃止を

行い、将来必要と見込まれる目標供給戸数へ

の削減をめざしています。当面は管理継続す

る団地の空き住宅を活用し、用途廃止に伴う

住み替えを進めるため、今後、関係者に対し

て説明会や意向調査を行う予定です。 

 議員ご提案の家賃補助についてですが、今

後、説明会や意向調査の中で要望があった場

合などには検討が必要と考えております。 

 なお、平成30年４月に同計画を改定しまし

たので、今議会の経済建設委員会で報告させ

ていただきます。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）おはようござ

います。 

 八点目の、今後、各課でどのような対策を

行うかについてお答えします。 

 平成27年12月に債権回収対策室を設置し、

速やかな滞納処分による回収困難事案の解消

と債権回収・管理のノウハウの蓄積、債権所

管課への指導・助言及び相談等を実施してき

ました。また、平成28年１月には債権回収マ

ニュアルを策定し、債権所管課の職員に対す

る研修会の実施などにより、ノウハウの蓄積

に努めてきたところです。 

 債権回収対策室につきましては、本年度末

で廃止する予定ですが、それまでの間は引き

続き債権の適正な管理を継続していくために、

適正な事務執行、適切な時効管理、法的措置

の検討等について債権所管課への指導・助言

を継続してまいります。 

 債権所管課においては、債権回収マニュア

ルに基づき、これまでの蓄積されたノウハウ

をもって回収困難事案の解消と新たな未収金

の発生の抑制に取り組みます。 

 また、七点目でお答えしたように、全庁的

な債権回収の推進に向けて、来年４月からは

税と強制徴収公債権は一元徴収の方向で進め、

その他の債権については、今後も回収困難事

案の解消と債権回収・管理に関する指導・助

言等を行う必要があるため、債権回収対策室

が廃止された後もその業務を引き継ぐ部署を

検討していきます。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君、再質問

ありますか。 

 11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。 

 債権回収対策室ができて、最初の段階で約

2,000万円ぐらいかな、もう積み残しで、本来

時効になったり、それこそ不納欠損で落とさ

んなんようなやつ残っていたのが消えたのか

なというふうに思っておりますし、その辺の

効果というのはすごいありがたいと思ってお

ります。 

 ちょっとこれ、いろいろ関連するのがある

ので、順番が入れ替わったりするので、済み

ませんけど、よろしくお願いいたします。 

 まず、一つ目、市営住宅関係でお伺いした

いんですけれども、昨日、９番議員も一般質

問をされておりました市営住宅の滞納等につ

いてなんですが、もしお答えができるのであ

れば、数字的な部分、例えば個人の上位いく

つかとかいうのを数字的に教えていただける

のであれば、よろしくお願いいたします。 

○議長（岡 弘悟君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）誠に申し訳ござい

ませんが、個人が特定される可能性がござい

ますので、このたびは控えさせていただきた

いと思います。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）合計で約3,590万円とい

う数字もいただいております。実際やはり、

今、恐らく相当な個人の滞納額、一人ひとり

あるんだと思うんですけれども、きのうも９
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番議員の答弁で、きっちりと督促とか催告も

やっていっている、保証人にも通知もやって

いるという話がありましたけれども、実際、

そこから先を今後、特に額の大きいものにつ

いては、訴訟等もいろいろ入ってくる可能性

もあると思うんです、請求した場合。 

 今後の対策として、原課でするのか、今や

ったら債権回収対策室ありますけれども、そ

のあたりについて、支払い督促等の法的措置

も考えていっているのか、また、場合によっ

ては債権回収対策室への移管等も考えていっ

ているのか、そのあたりについてはいかがで

しょうか。 

○議長（岡 弘悟君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）今の実情は、本当

に建設的というか前向きに取り組んでおりま

す。それでいろいろ、きのうの９番議員に対

する答弁でも、今も答弁させていただいてい

ますけども、いろんな取り組みをして、もう

結果が出ている実情ですので、今の形で継続

して取り組んでいきたいと。そして、行き詰

ったら、また次の方法を考えるというふうな

ことで考えております。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）それはそれで、よろし

くお願いします。 

 ただ、行き詰まる前に次の方法も考えとか

んと、結局こういうのって時効とかもあるも

のですし、過去にも連帯保証人への連絡遅い

やんとかといろいろそういうのもありました

ので、やはり同時並行して、特に今、債権回

収対策室があって弁護士もいらっしゃるので、

相談業務はきっちりとして、並行してやって

いっていただきたいというふうに考えます。 

 今、担当課、あそこすごい書類関係も細か

くチェックしてくれていて、次の住宅新築資

金貸付金のほうでもまた言うんですけども、

相当細かい書類関係というのをやっていただ

いておりますので、そこは大丈夫だと思うん

ですけども、並行してよろしくお願いいたし

ます。 

 次に移ります。 

 民法が改正されます。今ある私債権、特に

給食費であったり水道使用料、上水道のほう

の時効が、今、２年なんですけれども、これ

が５年になります。そこで、お伺いしたいの

が、恐らく悪質な滞納者というのは２年でも

５年でももう一緒やと思うんです。滞納する

であろうと推測されるんですけれども、その

中で、債権管理課、原課としては、やはり２

年の分と５年の分が一時混在する中で、その

処理一つを間違えますと、たちまち請求権を

失ってしまう。場合によっては地方自治法に

抵触する可能性もあるんですけれども、これ、

とりあえず上水道のほうで聞こうかなと思う

んですけれども、対策、どのように引き継ぎ

をしていくのか、今後、引き継ぎ、そしてま

た、システム的に何か構築しなければならな

いのか、そのあたりについてはどのようにお

考えですか。 

○議長（岡 弘悟君）上下水道部長。 

○上下水道部長（山口孝次君）おただしにお

答えいたします。 

 議員おただしのとおり、民法の改正により、

水道料金の消滅時効期間が平成32年４月１日

から５年間になります。債権管理については、

料金システムとは別に、職員が作成する債権

管理データにより時効管理を行っております。

そのため、法改正における対応についてシス

テム変更は不要であり、また、情報収集に努

め、事務引き継ぎを確実に行い、遺漏なきよ

う準備してまいりたいと考えております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）ほんまにそこ、２年と

５年って、結構、混在したときに、あっと言
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ったときにもう終わってしまう可能性もある

ので、これは上水道だけじゃなくて給食も一

緒なんですけれども、よろしくお願いいたし

ます。 

 次、お伺いしたいのが、給食費の滞納額が、

平成26年度の段階では各学校で集めてくれて

たんかな、なので、あるんですけれども、そ

の後、引き落としに変わってから、平成27年

度が98.64％の354万円、平成28年度が98.71％

の327万円、平成29年度見込みで338万円とい

うふうにちょっと増えてきておるんです。生

徒数も減っていっている中で、増えていった

ところにどのような問題が考えられるのか。 

 徴収率そのものは、恐らく橋本市というの

はよその自治体と比べても、これは全てなん

ですけれども、いいほうだと思うんですけれ

ども、ただ、ちょっと増えてきている、何か

理由があるのか、そこをお伺いしたいです。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）おただしにお答え

します。 

 議員、今おっしゃっていただいたように、

平成26年度までは各学校及び給食センターで

徴収を行ってございました。平成27年から、

新たなシステムの導入、それから、規則の改

正がございまして、月額徴収となりました。 

 そういうこともございまして、学校で徴収

しておれば、いろいろ教職員の方のご負担と

か、また、保護者にとっても学校の先生から

言われたら納めるというか、のようなところ

もございまして、若干、おっしゃったとおり、

増えてはきてございます。特に、滞納分が平

成28年につきましては169万円が、今回で、平

成29年度で200万円というふうになってござ

います。 

 なかなかそれぞれの理由がございまして、

一概にこれが原因というのは申し上げられま

せんが、徴収についても取り組みの強化はも

っとしていかないけないのかなというふうに

考えてございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）さまざまな理由がある

ということで、１件１件の個別の案件につい

て追及するのは、その気はないんですけれど

も、やはりそういう事実があるということで、

これは給食センターもそうですし、教育委員

会としても取り組んでいかなあかん内容なの

かなというふうに思っております。 

 そこで、もう一点お伺いしたいのが、前回

の質問で、平成31年４月から、滞納システム

等も含めて給食センターに移管していくとい

うことだったんです。その中で、できること

については平成30年度から準備も含めてやっ

ていくという答弁いただいております。 

 そこの答えをいただきたいんですけども、

これもう私個人で、組織のことなのであんま

り言うたら怒られるかもしれへんのやけども、

もう今、私は、教育委員会、学校総務課で実

際、集金業務、違う案件やっていますよね。

そこでひょっとしてやったほうがうまいこと

回るんちゃうんかなというふうな思いは持っ

ておるんですけれども、センターでされると

いうことなので、今からの１年間の準備とい

うのかな、そこをお伺いしたい。 

 特に、契約業務、来年度の契約。新たな契

約というのか同意書をもらうのが12月ぐらい

から始まってくるかと思います。そのあたり

も含めて、どのようにうまいことシステムを

移行していけるのかという部分と、今できる

ことは何かということについてお伺いします。 

○議長（岡 弘悟君）教育部長。 

○教育部長（曽和信介君）学校給食費の徴収

につきましてお答えをさせていただきます。 

 今、議員おっしゃったとおり、今、徴収業

務は組織的には学校教育課、それから、滞納
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分については給食センターで行ってございま

す。先ほど申しました平成27年のシステム導

入時にそういう割り振りで行ったという経緯

がございます。平成31年４月からは新給食セ

ンターになって、今までの高野口、それから

橋本に分かれていた業務が一本化になるとい

うこともありまして、平成31年４月からは給

食センターで行っていきたいと考えてござい

ます。 

 議員おただしのとおり、給食事務について、

組織的には学校教育課で行っていたり教育総

務課で行っていたり、それから、給食センタ

ーで行っていたりと各市ばらばらで、大きい

市でありますと、その専門のセクションがあ

るというようなところもございます。そうい

うことで、平成31年からは給食センターで行

ってまいりたいと考えています。 

 それから、今年度できるだけ前倒しででき

る作業といいますか準備といいますか、につ

きましては、新給食センターが９月１日から

開業いたします。新年度のお子さまの入学等

の書類等につきましては、10月以降、学校給

食申込書も含めて、さまざまな手続きをして

いただくようになると思います。そういう事

務につきまして、給食の口座引き落としの口

座の入力ですとかにつきましては、今現在、

学校教育課で行っておりますので、そういう

業務を一緒に給食センターの職員がやって、

そういう準備を、来年からの準備を進めてま

いりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）給食センターの職員さ

んって人数いてないので、もしかしたら９月

になって人増えるのかもしれないですけれど

も、そのあたり、やっぱり今、ほぼセンター

長がやっている状態というのがどうなのかな

というふうに感じますので、人のことは言え

ないですけれども、そのあたりもやっぱり配

慮していただきたいなというふうに考えてお

ります。 

 実際、債権回収対策室に今の段階で移管さ

れていなかったら、ここから先、書類上の手

続き等を考えていった場合に、先ほど総合政

策部長の答弁にあったとおり、廃室になると

いうことになったら、今後、債権回収対策室

がなくなったときに、仮に変なタイミングで

移管されたら、ただ訴訟に移ってしまったと

かになった場合、この辺の対応ってどうなる

のかなというのがすごい気になります。 

 もうこの段階で移っていない債権というの

は、これはもう債権管理課、原課のほうでほ

ぼほぼ回収できると考えていいんですか。い

かがですか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）そういうふうなこ

とで、移管されて長期にわたるケースもあり

ますので、できるだけ早い時期に債権回収対

策室に移管するよう、この３月から文書通知、

それと、４月、５月の部長連絡調整会議で依

頼をしたところです。 

 それにもかかわらず、債権回収対策室が廃

止前に移管というようなケースもあるかと思

うんですけども、それにつきましては、新し

い部署を設置する予定ですのでそちらのほう

で引き継いで、引き続き事務手続き、法的措

置等をやっていくことになるかと思います。 

 仮に新しい部署がそういう体制でない場合

は、原課のほうに戻してというようなことも

あるかと思いますけれど、基本的に新しい部

署でそういった法的措置をやっていくことに

なるかと思います。 

 それと、今、移管されていない案件につい

て回収可能かどうかということですけども、

移管されていない債権の多くは分納誓約とか

そういう形で納付されているものが多くなっ
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ております。それと、債権回収対策室への移

管基準がありますけども、それに満たない案

件であるとか、例えば、現在、回収に努めて

いる案件であるとかそういうふうな部分もあ

ると思いますので、全て原課において回収で

きるかというと、それは難しい案件もあると

いうことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）確かに分納とかでやっ

ていけるのはええんやけど、分納の期間も極

端に長かったりして、実際どうなんやろとい

うのもあるので、そこってやはり債権回収対

策室からきっちりと指導して、これってもう

一回考え直したほうがええんちゃうんかいと

いうのも、もちろん、債務者は払う意思があ

って分納をやっているんですけれども、ただ、

普通に考えてちょっときついないかというの

も、これは債権回収対策室があるうちに債権

回収対策室のほうからきっちりと指導すると

いう必要もあると思います。 

 また、中には、給食の以前のやつもありま

したけれども、学校で給食やっているときは

同意書をとっている学校、とっていない学校

というのがあって、結果的に不納欠損をせざ

るを得ないと。今もほかの部分でもあります

ね。ですから、そういうのもあるので、それ

以降の分についてはきっちりとやってくださ

っていますけれども、やはり書類の精査とい

うのは大変重要なので、そこは債権回収対策

室として、今の段階でももっともっときつく

指導を原課のほうにやっていっていただきた

いと思います。 

 私債権の部分で少しお伺いしたいんですけ

れども、担当の部署なのか係なのかができる

ということなんですけど、ここがちょっと私

がようわからんかったのは、例えば、原課の

ほうで債務名義とって強制権を持った場合は、

これは納税と一部強制公債権は一本化すると

いうのと、これ強制権を持ったら、そっちへ

も持っていけるのかなという気もするんです

けれども、そのあたりはどのように現時点で

はお考えですか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）納税課へ移管しま

すのは強制徴収公債権に係る部分ですので、

そういう部分の財産調査でありますとか滞納

処分について納税課に移管するということで

すので、それ以外の債権については納税課に

は移管しません。新しい部署にそういった部

分を任せるか原課でやるか、どちらかになる

かと思います。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）特に、やっぱり原課が

もうちょっと、というか、結構、原課のほう

で頑張っていただかなければならない。古い

債権もあるので、今の職員にというのも少し

かわいそうな部分もあるんですけれども、そ

こはやっぱり原課のほうで頑張っていっても

らわなあかんし、強制権を持つというたら、

今やったら保育料であったり下水道であった

りというのもありますので、そのあたりの契

約書の見直し等もきっちりとやって、本当に

滞納があった場合にちゃんと移せるのかどう

かというのは原課のほうで対応してください。

お願いします。 

 次、住宅新築資金貸付金についてお伺いし

たいんですけれども、今、かなり書類関係の

整理もされております。その中で、例えば、

莫大なというたらええんかな、何十年もかか

るような分納誓約を今やっているのもあるん

です。これを市としてどのように考えている

のか。これ平成33年で一般会計へ繰り入れに

なるんですけれども、実は、それまでにある

一定の条件がそろえば、不納欠損処理した場

合に、国なら３分の２、県なら２分の１、補

助金で入ってきます。 
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 市として、確かに相手が支払う意思もあっ

て、こつこつ返してくださっているけども、

そこまでついていくのか、いや、もう書類も

全部そろっている、どない考えてもこれは全

て回収するのは不可能だろうというのがある

というふうに聞いておるんですけれども、そ

こを、もう政策として、幹事会なのか対策会

議なのかで方向性を決めて、これはもう不納

欠損にしようと、ほかにある悪質の滞納者の

ところを集中してやっていこうとかという、

そういう方針を出されたほうが、原課も仕事

がしやすいと思います。 

 市としても、これ、あってはあかんという

ことなんですけども、数字的にはやっぱり回

収できる額が増える可能性もあるということ

で、そのあたり、幹事会なり対策本部会議な

どで一定のルールをきめて、やっていけない

でしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）副市長。 

○副市長（森川嘉久君）現実にやっておる部

分もございまして、住宅新築資金貸付金等に

つきましては、議員ご指摘のとおり、そうい

う制度がありますので、現実に取り組んだケ

ースもございます。 

 ただ、政策的にということになるわけです

けども、徳政令で一律にというようなわけに

はいきませんので、厳密に調査をした上で、

基準に当てはまるものについては当然そうい

う形で今後も取り組んでいきたいと思ってお

りますし、基準について幹事会等でというご

指摘もありましたので、そこは国の基準、県

の基準もございますけども、それに当てはま

るかどうかというところについては、きっち

りとした調査の上で方針を出していきたいと

いうふうに思います。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）お願いします。 

 実際、不納欠損で落とした分は、ほぼほぼ

基準にはまった分は落ちている、そういうふ

うになっているんですけれども、長期の分納

誓約を結んだ分について、私もちょっと調べ

た限りでは、これいけるんちゃうんかなとい

うのもありましたので、ぜひチェックのほう

をしていただいて、本当にはまるのであれば

そういった処理も、これも結果的には債権整

理になりますので、そのあたりもよろしくお

願いいたします。 

 それと、延滞金とか遅延損害金が平成31年

４月からの請求を目標にということで、今、

先ほど答弁をいただいておりました。延滞金

については今も条例で決まっておりますので、

特に必要ないのかもしれないんですけれども、

遅延損害金についてはやはり周知が必要であ

るというふうに考えております。 

 周知をするにつけて、どのタイミングで契

約とするのかというのも一つだと思うんです

けれども、今、現段階で方向性等が見えてお

るのであれば、教えていただきたいです。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）遅延損害金につき

ましては、民法のほうで規定はされておるん

ですけれども、市の債権管理条例のほうに改

正という形でその部分を盛り込むことを現段

階で考えております。 

 ということで、正式に決まるのがやっぱり

条例の改正を可決いただいてからというふう

になりますので、それ以降にそういった周知

なりをしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）平成31年４月という答

弁を最初にもらったので、それ、逆算してい

ったら12月ぐらいに出てくるのかなとなって

しまいますので。ただ、準備等もあるし、も

ちろん条例改正、特に民法が改正されること

で、今、上限５％から次３％に変わる。ただ、
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遅延損害金については各自治体でパーセント

は決めてもいいし、そのあたりの検討材料が

かなりあると思いますので、平成31年４月目

標というふうにおっしゃっていただいてあり

がたいんですけれども、実際、間に合うのか

なという心配もあります。ただ、ゴールを決

めたということはやっていただけるというふ

うに信じておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それと、次が、債権回収マニュアルの研修

とか、総合政策部長から答弁いただいておっ

たんですけれども、これ、研修を定期的にさ

れているのかな。研修会の実施とかもやって

おられるということで聞いておったんですけ

れども、そのあたり定期的に、人事異動等も

ありますし、担当者だけなのか課全体でやっ

ているのか。債権回収対策室ができたので、

そこから先は総務かもしれないんですけれど

も、答弁が総合政策部長やったので、そのあ

たり、定期的に実施していってくださってい

るのか。職員によってはまだあんまり理解さ

れていない方もいるのかなというふうに見受

けられたので、この質問をいたします。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）債権回収対策室が

できてから、定期的にはやっております。一

番最近が平成29年５月ということで、それ以

外にも、先日来から遅延損害金と延滞金につ

いての勉強会を債権回収対策室主催で実施し

ました。 

 それとまた、支払い督促のマニュアルにつ

いても作成する予定で現在作業を進めている

ところです。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）今、支払い督促という

話が出たんですけれども、やはり、特に私債

権のほうで、今、債権回収マニュアルにある

不納欠損にするための手段が適切に守られて

いるのかなと思ったら、何かちょっと調べさ

せてもらったらそうでもない。言葉は悪いか

もしれないんですけれども、これ事務的に処

理していないかなというのがちょっといくつ

か見受けられました。 

 ただ、それ、個別の案件についてはちょっ

とあれなので、そこはきっちりと債権回収対

策室のほうから改めて指導もしていただきた

いですし、ただ時効が来たからというて、ま

ず終わりではないと。もちろん、不納欠損を

するために条例もありますけれども、ただ、

そこへ至るまでにはこういう手段を踏んでく

ださい、こういう手段を踏んでくださいとい

うのがあるんですけれども、そのあたりが伝

わっていないのかなと。 

 こういうことって場合によったら、下手に

住民監査請求とか入ったらややこしいことに

なりますので、そこはやはりきっちりと伝え

ていっていただきたいというふうに考えてお

りますので、定期的に開催していただいてお

るということなんですけれども、もっともっ

と詰めてやっていっていただきたいというふ

うに考えております。 

 支払い督促の話が出たところで、私はもう、

今やったら移管したらという話もあったんで

すけれども、今後のことを考えたらもう原課

でできる方向を、マニュアルをつくってくだ

さるということなのでそのように考えてくれ

ているのかなというふうに思うんですけれど

も、もう担当課でやっていってもらうほうが

仕事的にもいいのかなというふうには考えて

おるんですが、今後のことも含めて、そのあ

たりはどのようにお考えですか。 

○議長（岡 弘悟君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）現状でいいますと、

移管があった部分についての法的措置は債権

回収対策室がするということで、現状、支払

い督促まで至ったケースは、先ほどの答弁で
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もありましたように、ないんですけれども、

基本は債権回収対策室で実施するような形と

なっております。 

 それと、今後ですけれども、今後につきま

しても、基本は新しい部署でというふうなこ

とで考えておりますけれども、その体制等も

ありますので、原課で支払い督促をやるとい

うようなケースも想定しております。そうい

うことでマニュアルもつくっておるんですけ

れども、ただ、支払い督促につきましては、

比較的簡単に異議申し立てができて訴訟に移

行するというような欠点もありますので、そ

ういうことも考えて、今後、どこの部署です

るかについては、基本は新しい部署ですけれ

ども、考えていきたいと考えております。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君。 

○11番（田中博晃君）支払い督促で、確かに

おっしゃるのはわかるんですけれども、あん

まり大きい額って支払い督促しないと思うん

です。上限ないから何ぼでもできるいうたら

できるんやけども、恐らくやるとなったら、

私債権、特に上水道であったり給食であった

りと、今後そうなってくる可能性が高いと思

うんですけれども、そんな大きな額にならな

いと思うので。 

 確かに訴訟に至るケースは、訴訟というか、

これやったら分納してくれよというような異

議申し立てもある可能性もある。ただ、ちゃ

んと段階を踏んでいかないとあかんというと

ころもあるので、そこはきっちりと、まずは

今の段階では指導のほう、債権回収対策室の

ほうから指導のほうをやっていただきたい。 

 特に、来年以降、新たな部署なのか係なの

かわからないですけれども、やはりそこの人

員の問題もあって、もし仮にそこへどばっと

行ったら、とても対応できなくなるというこ

とも考えられますので、ここは原課のほうで

やっていただくのがいいのかなというふうに

思っております。 

 特に、今まで、これ先日も給食費で３件ほ

どあったかと思うんですけれども、移管通知

を出した段階でちゃんと納める方向になった

というのも聞いております。ということは、

そこも債権回収対策室ができた効果の一つで

す。回収額の多い少ないじゃなくて、原課で

どれだけそういう動きができるか。ですから、

次の係がどのように、部署がどのようになる

かわからないんですけれども、絶対こういう

のが必要になってくるのかなと。 

 今の段階でも、やはり原課のほうでお願い

したいのは、もうきっちりと書類がそろって

いて、ちゃんと段階踏んでいけるものについ

ては、移管通知を出していただきたい。もち

ろん、金額の多い少ない、例えば、この金額

やったら、これはやる労力に見合わないとい

うのもあるかもしれないんですけれども、せ

っかく債権回収対策室がある。もっともっと

債権回収対策室を使っていただかないと、せ

っかくできた債権回収対策室が何かこのまま

尻すぼみで終わってしまうのもどうなのかな

というふうに思いますので、そのあたりもよ

ろしくお願いします。 

 ちょっとほんまはもっといろいろ聞きたい

ことあったんですけれども、ちょっと聞きに

くいこともいろいろ逆に見つけてしもうて、

あとはちょっと原課と直でやらせてもらいま

すので、一般質問としてはこれで終わらせて

いただきます。 

○議長（岡 弘悟君）11番 田中君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時35分まで休憩いたします。 

（午前10時22分 休憩）   

 


